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 解 説  

 

１．HACCPについて 

  HACCP（Hazard Analysis Critical Control Point の頭文字から）は、各国の食

品が世界へ流通していく中で、それら食品の安全性を確保するために、工程・加工・

流通・消費という全ての段階での衛生を保つことが求められるようになりました。

そのため、この流れをリアルタイムで管理する HACCPの考え方が世界機関から発表

されるとともに、各国の食品製造業者にその取得が推奨されています。 

   

２．日本国内 HACCP取得と FDA査察の関係について 

 米国へ輸入される食品については、FDAが要求する水準について問題がないこと

を、米国側の輸入業者が、日本での製造加工工程を一義的に管理することになって

います。そのため、米国へ輸出される食品については、通常日本国内での HACCP認

証が求められることが多いようです。日本では HACCPの認証機関は、自治体（地域

HACCP)等の公的なものから第三者認証機関まであります。 

 ただし、FDAの査察については、加工食品を製造する企業が日本国内 HACCP認証

を取得していても関係なく対象となります。FDAより製造している工場への査察通

知があった場合、合理的な理由なく拒否・または拒否したと見なされる行為をする

と、FDAは当該工場による製品を米国で輸入拒否することが可能となるため注意が

必要です。 

                                  以 上 

Ｑ． 

 当社は米国向けに加工食品を輸出することを計画しています。製造について

は国内で地域 HACCP認証を取得しています。米国に輸出をしていると、FDA（ア

メリカ食品医薬品局）が日本に来て工場を査察すると聞いていますが、何か対

策を取ることで査察を避けることは可能でしょうか？（食品製造業） 

 

Ａ 

 原則査察を避けることは不可能です。対策もありません。 

 FDA より製造している工場への査察通知があった場合、合理的な理由なく拒

否・または拒否したと見なされる行為をすると、FDAは当該工場による製品を米

国で輸入拒否することが可能となるため注意が必要です。 

 

こちらは信用金庫とそのお取引先向けとさせて頂いております。 

ご覧になりたい場合は、お近くの信用金庫（検索はこちら）までご相談ください。 

続きを読む  

https://www.shinkin-central-bank.jp/cgi-bin/s/index.cgi
https://shinkin-overseas.jp/upload_file/m008-m008_03/36_theUS_HACCP.pdf

